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納税は口座振替をご利用ください。コンビニでも納付できます。高速道路の利用は鏡石スマートＩＣから　午前６時~午後10時　自動二輪・軽・普通車専用（6m未満まで）

自
動
車
の
登
録
等
の
手
続
き
は
運

輸
支
局
へ

　

自
動
車
税
は
軽
自
動
車
税
と
同

様
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
の
登
録

名
義
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

自
動
車
を
譲
渡
、
廃
車
等
し
た

場
合
は
３
月
31
日
ま
で
に
運
輸
支

局
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
転
居
し
た
場
合
は
車

検
証
の
住
所
変
更
を
運
輸
支
局
で

行
っ
て
く
だ
さ
い
。
住
民
票
を
異

動
し
て
も
車
検
証
の
住
所
は
変
更

さ
れ
ま
せ
ん
。

　

自
動
車
税
を
納
め
た
時
に
交
付

れ
て
い
な
い
車
両
や
処
分
さ
れ
て

い
る
車
両
で
も
、
手
続
き
が
完
了

し
て
い
な
い
場
合
は
翌
年
度
も
引

き
続
き
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

※
グ
リ
ー
ン
化
（
環
境
へ
の
負
荷

を
低
減
す
る
た
め
の
施
策
）
を
進

め
る
観
点
か
ら
、
最
初
の
新
規
検

査
か
ら
13
年
を
経
過
し
た
軽
四
輪

車
等
に
つ
い
て
は
「
重
課
税
率
」

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
町
民
課
☎
62
–
２
１
１
４

春
の
火
災
予
防
運
動

　
　
平
成
31
年
３
月
１
日
〜
７
日

　

こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生
し

や
す
い
時
季
に
、
火
災
予
防
の
知

識
を
身
に
つ
け
、
火
災
の
発
生
を

防
止
し
、
高
齢
者
を
中
心
と
す
る

死
者
の
発
生
を
減
少
さ
せ
る
と
と

も
に
、
財
産
の
損
失
を
防
ぐ
こ
と

を
目
的
と
し
て
実
施
し
ま
す
。

　

須
賀
川
地
方
広
域
消
防
組
合
管

内
で
は
、
平
成
30
年
の
１
年
間
に

56
件
の
火
災
が
発
生
し
、
内
27
件

が
建
物
火
災
と
全
体
の
約
半
数
を

占
め
て
い
ま
す
。

　

県
内
で
は
、
昨
年
11
月
に
子
ど

も
を
含
む
７
名
が
死
亡
し
た
建
物

火
災
が
発
生
し
て
お
り
、
住
宅
用

火
災
警
報
器
が
未
設
置
だ
っ
た
こ

と
が
判
明
し
て
い
ま
す
。
住
宅
用

火
災
警
報
器
に
よ
る
火
災
の
早
期

発
見
が
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る

カ
ギ
と
な
り
ま
す
。
一
人
ひ
と
り

が
防
火
に
つ
い
て
考
え
、
こ
の
よ

う
な
惨
事
を
２
度
と
繰
り
返
さ
な

い
た
め
に
、
住
宅
用
火
災
警
報
器

の
適
切
な
設
置
と
維
持
管
理
を
お

願
い
し
ま
す
。

◆
ど
の
部
屋
に
？
何
個
？
設
置
す

れ
ば
い
い
の
？

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
全
て

の
寝
室
に
１
つ
ず
つ
設
置
し
て
く

だ
さ
い
。
２
階
以
上
の
階
に
寝
室

が
あ
る
場
合
、
階
段
の
上
に
も
必

要
で
す
。
ご
不
明
な
場
合
は
お
気

軽
に
消
防
署
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

須
賀
川
消
防
署
鏡
石
分
署

　
　
　
　
　
　

☎
62
–
４
５
１
１

　

総
務
課　
　

☎
62
–
２
１
１
１

【
住
宅
用
火
災
警
報
器

「
取
り
付
け
支
援
サ
ー
ビ
ス
」】

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
取
り
付

け
が
困
難
な
世
帯
を
対
象
に
住
宅

用
火
災
警
報
器
「
取
り
付
け
サ
ー

ビ
ス
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
対
象
世
帯　
須
賀
川
市
、
鏡
石

町
、
天
栄
村
、
石
川
町
、
玉
川
村
、

平
田
村
、
浅
川
町
、
古
殿
町
に
居

住
す
る
世
帯
の
う
ち
、
65
歳
以
上

の
方
の
み
で
構
成
す
る
世
帯
、
も

し
く
は
身
体
に
障
害
が
あ
る
等
に

お
知
ら
せ

よ
り
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
取

り
付
け
が
困
難
で
あ
る
世
帯

●
申
込
方
法　
住
宅
用
火
災
警
報

器
販
売
店
に
設
置
さ
れ
た
、
ま
た

は
須
賀
川
地
方
広
域
消
防
組
合
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
た
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
最
寄
り
の
消
防
署
へ
直
接

お
持
ち
い
た
だ
く
か
、
郵
送
ま
た

は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
な
お
、
自
宅
で
印
刷
で
き
な

い
方
は
、
最
寄
り
の
消
防
署
へ
来

署
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
場
で
申

込
書
に
記
入
し
て
い
た
だ
く
こ
と

も
可
能
で
す
。

●
注
意
事
項　
取
り
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
住
宅
用
火
災
警
報
器

は
、
自
ら
が
購
入
し
た
、
電
池
式

の
も
の
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
取

り
付
け
の
際
に
は
必
ず
立
会
い

（
代
理
で
も
可
）
を
お
願
い
し
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

須
賀
川
地
方
広
域
消
防
本
部

　
　

予
防
課　

☎
76
–
３
１
１
４

廃
車
等
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す

か
？

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
現
在
で
軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
、

ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
を
所
有
し
て
い

る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

廃
車
や
名
義
変
更
等
の
手
続
き

は
３
月
31
日
ま
で
に
完
了
す
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。
既
に
使
用
さ

さ
れ
る
領
収
書
に
は
、
納
税
証
明

書
が
付
い
て
い
ま
す
。
車
検
時
に

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
リ
サ
イ

ク
ル
券
と
一
緒
に
大
切
に
保
管
し

ま
し
ょ
う
。

　

登
録
手
続
き
を
依
頼
し
た
場
合

は
、
登
録
が
済
ん
で
い
る
こ
と
を

必
ず
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

○
自
動
車
の
登
録
に
つ
い
て

　

東
北
運
輸
局
福
島
運
輸
支
局

☎
０
５
０
–
５
５
４
０
–
２
０
１
５

○
自
動
車
税
に
つ
い
て

　
県
中
地
方
振
興
局
県
税
部
課
税
第
二
課

☎
０
２
４
–
９
３
５
–
１
２
６
１

〜
学
生
、
既
卒
者
の
皆
さ
ん
へ
〜

「
ふ
く
し
ま
大
卒
等
就
職
ガ
イ
ダ

ン
ス
」
を
開
催
し
ま
す

　

２
０
２
０
年
３
月
新
規
大
学
等

を
卒
業
予
定
の
方
、
２
０
１
７
年

３
月
以
降
に
大
学
等
を
卒
業
（
修

了
）
さ
れ
た
方
を
対
象
に
、
福
島

県
内
に
就
業
場
所
が
あ
り
、
参
加

対
象
学
生
等
を
正
社
員
と
し
て
採

用
す
る
計
画
の
あ
る
事
業
所
の
企

業
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
開
催
日　
３
月
８
日
㈮

●
内
容　

①
事
業
所
Ｐ
Ｒ
タ
イ
ム

　
午
前
10
時
15
分
〜
午
前
11
時
40
分

②
各
種
就
職
支
援
イ
ベ
ン
ト

　

午
前
10
時
〜
午
前
11
時
40
分

③
合
同
企
業
説
明
会

　

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

●
会
場　
ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し
ま

●
そ
の
他

①
事
前
申
込
は
不
要
で
す
。

②
参
加
事
業
所
は
開
催
１
週
間
前

ま
で
に
、
福
島
労
働
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
上
で
公
開
し
ま
す
。

③
事
業
所
ブ
ー
ス
に
お
け
る
人
事

担
当
者
等
に
よ
る
事
業
概
要
等
の

会
社
説
明
や
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等

各
機
関
に
よ
る
職
業
相
談
・
情
報

提
供
等
を
行
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

福
島
労
働
局
職
業
安
定
課

☎
０
２
４
–
５
２
９
–
５
３
９
６

広 告

甘熟いちご 石井いちご園

石　井　文　訓
福島県岩瀬郡鏡石町高久田 123
TEL0248-62-3917　FAX0248-62-6030
URL　http://www.ishii-farm.com

贈答用委託発送承ります！

パート募集中！

広 告 広 告

■診療科目／内科・アレルギー科・皮膚科

岡ノ内クリニック
受 付 時 間 月 火 水 木 金 土 日
8：30～ 12：00 ● ● ● ● ●
14：00～ 17：00 ● ● ● ●

■休診日／水曜日・日曜日・祝日
鏡石町岡ノ内 306
okanouchi-cl inic.jp

☎ 62-1112

花粉症の時期です。
花粉症がつらい方は
ご相談ください。

院長　安藤登一 （医学博士）

チェックしましょう！

●問い合わせ先　福島労働局賃金室　☎024-536-4604

福島県最低賃金
最低賃金の種類 最低賃金額

（時間額）

福島県最低賃金 772 円

特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金

輸送用機械器具製造業最低賃金 851 円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測
量機械器具・理化学機械器具、時計・同
部品、眼鏡製造業最低賃金

849 円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械
器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
（医療用計測器製造業（心電計製造業を除く）を除く。）

815 円

自動車小売業最低賃金 848 円

※非鉄金属製造業最低賃金 847 円

広
報
担
当
の
つ
ぶ
や
き

　

皆
さ
ん
、
体
調
は
い
か
が
で
す

か
？
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
流
行
の

ニ
ュ
ー
ス
が
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
で

毎
日
の
よ
う
に
流
れ
て
い
ま
す

ね
。
私
は
今
の
と
こ
ろ
大
丈
夫
で

す
が
、
役
場
内
で
も
、
風
邪
や
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
猛
威
を
振
る
っ

て
い
ま
す
。
な
に
か
と
忙
し
い
年

度
末
に
向
け
、
う
が
い
・
手
洗
い

な
ど
を
徹
底
し
、
体
調
管
理
に
気

を
つ
け
ま
し
ょ
う
（
私
も
気
を
つ

け
ま
す
）
。

町敬老会商品券について
　昨年９月に町敬老会の敬老記念品として発行した商品券の
有効期限が平成 31年３月 14日㈭までとなっております
ので、忘れずにご利用ください。
　期限が過ぎますとご利用になれませんのでご注意ください。

●問い合わせ先　　福祉こども課　☎ 62-2210
　　　　　　　　　町商工会　　　☎ 62-2340


